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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】血流を効果的に改善させることができる、血流
改善剤の提供。
【解決手段】Ｓ－アリルシステインを有効成分とする、
血流改善剤。Ｓ－アリルシステインの含有量が、０．０
１ｇ／１００ｇ以上であることが好ましい。血流改善剤
は、飲食品及び医薬品、特に疲労回復及び／又は疲労感
の低減用飲食品に適用可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓ－アリルシステインを有効成分とする、血流改善剤。
【請求項２】
　前記Ｓ－アリルシステインの含有量が、０．０１ｇ／１００ｇ以上である、請求項１に
記載の血流改善剤。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の血流改善剤を含む、血流改善用の飲食品。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の血流改善剤を含む、血流改善用の医薬品。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の血流改善剤を含む、疲労回復及び／又は疲労感の低減用飲食品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血流改善剤に関する。また、本発明は、当該血流改善剤を利用した、食品用
添加剤、飲食品、医薬品、飼料、及びペットフードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　古くから、ニンニク、タマネギなどのアリウム属の植物には、疲労回復効果、精力向上
効果等があるといわれている。
【０００３】
　一方、これらアリウム属の植物には、種々の含硫アミノ酸が含まれることが知られてい
る。また、近年、含硫アミノ酸の一種であるＳ－アリルシステインの有する様々な生理学
的作用が注目されている。
【０００４】
　Ｓ－アリルシステインの生理学的作用を利用したものとしては、例えば、腫瘍発生予防
剤（例えば、特許文献１を参照）、肝疾患治療剤（例えば、特許文献２を参照）、臓器繊
維化抑制剤（例えば、特許文献３を参照）、精子機能低下抑制剤（例えば、特許文献４を
参照）などが報告されている。
【０００５】
　しかしながら、例えば、ニンニクなどに含まれるＳ－アリルシステインの含有量は、ご
く微量である。そこで、Ｓ－アリルシステインの含有量を高める方法が種々検討されてい
る。
【０００６】
　ニンニクに含まれるＳ－アリルシステインの含有量を高める方法としては、生ニンニク
をエタノール水溶液に２年間程度浸漬して熟成させることによりＳ－アリルシステインに
代表される含硫アミノ酸を蓄積させる方法や、低温貯蔵した生ニンニクを４５℃から６５
℃に温蔵して含硫アミノ酸を蓄積させる方法（例えば、特許文献５を参照）などが知られ
ている。
【０００７】
　また、非特許文献１には、虚血状態にある場合に、Ｓ－アリルシステインが新規な血管
形成を促すことが示唆されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第２８２８４７１号公報
【特許文献２】特公平５－６０４４７号公報
【特許文献３】特開２００７－７７１１６号公報
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【特許文献４】特開２０１２－１７２９５号公報
【特許文献５】特開２００５－２７８６３５号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｃｅｌｌ　Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ　２０１７，　Ｖｏｌ．　
２６（１０）　１６３６？１６４７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前記の通り、特許文献１～４には、Ｓ－アリルシステインの各種生理学的作用が記載さ
れている。また、非特許文献１には、虚血状態にある場合に新規な血管形成を促す作用が
あることが示唆されている。しかしながら、従来、Ｓ－アリルシステインが健常者の血流
を改善できることについては知られていない。
【００１１】
　本発明は、血流を効果的に改善させることができる、血流改善剤を提供することを主な
目的とする。また、本発明は、当該血流改善剤を利用した、飲食品、医薬品、飼料、及び
ペットフードを提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前述の通り、アリウム属の植物には、種々の含硫アミノ酸が含まれることが知られてお
り、近年、含硫アミノ酸の一種であるＳ－アリルシステインについて、腫瘍発生予防効果
、肝疾患治療効果、臓器繊維化抑制効果、精子機能低下抑制効果などが報告されている。
【００１３】
　このような状況下、本発明者等が鋭意検討を重ねたところ、Ｓ－アリルシステインには
、血流を改善させる優れた効果が存在することを見出した。本発明は、これらの知見に基
づいて、さらに検討を重ねることにより完成された発明である。
【００１４】
　すなわち、本発明は、下記に掲げる態様の発明を提供する。
項１．　Ｓ－アリルシステインを有効成分とする、血流改善剤。
項２．　前記Ｓ－アリルシステインの含有量が、０．０１ｇ／１００ｇ以上である、項１
に記載の血流改善剤。
項３．　項１又は２に記載の血流改善剤を含む、血流改善用の飲食品。
項４．　項１又は２に記載の血流改善剤を含む、血流改善用の医薬品。
項５．　請求項１又は２に記載の血流改善剤を含む、疲労回復用及び／又は疲労感の低減
用飲食品。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、血流を効果的に改善させることができる、血流改善剤を提供すること
ができる。また、本発明は、当該血流改善剤を利用した、飲食品、医薬品、飼料、及びペ
ットフードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】血流改善剤の投与後の経過時間（分）と、血流量のコントロール（１００％）に
対する増加割合（％）との関係を示すグラフである。
【図２】血流改善剤の投与後の経過期間（週）と、血流量のコントロール（１００％）に
対する増加割合（％）との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の血流改善剤は、Ｓ－アリルシステインを有効成分とすることを特徴とする。本
発明の血流改善剤は、血流を効果的に改善（すなわち、血流量を増加）させることができ
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る。より具体的には、本発明の血流改善剤は、健常者の血流を好適に改善することができ
る。以下、本発明の血流改善剤について説明する。
【００１８】
　前述の通り、古くから、ニンニク等のアリウム属の植物には、疲労回復効果や精力向上
効果があることなどが知られていたが、ニンニク等のアリウム属の植物に含まれるＳ－ア
リルシステインの含有量はごく微量である。これに対して、本発明の血流改善剤は、Ｓ－
アリルシステインを有効成分として含んでおり、血流を改善させる優れた効果を発揮する
。
【００１９】
Ｓ－アリルシステイン
　Ｓ－アリルシステインの天然物は、一般に、下記一般式で示される構造を有する。
【化１】

【００２０】
　本発明の血流改善剤に含まれるＳ－アリルシステインは、上記構造を有するＳ－アリル
システインの他、これの光学異性体であってもよいし、各光学異性体の混合物であっても
よい。
【００２１】
　本発明の血流改善剤に含まれるＳ－アリルシステインは、アリウム属の植物等に由来す
るものであってもよいし、化学合成されたものであってもよい。
【００２２】
　アリウム属の植物としては、特に制限されないが、Ｓ－アリルシステインの原料となる
アリインなどの含硫アミノ酸の含有量が多いことから、ニンニク、タマネギ、ギョウジャ
ニンニク、ヒメニラ、ニラ、カンケイニラ、イトラッキョウ、キイイトラッキョウ、ミヤ
マラッキョウ、ノビル、ヤマラッキョウ、アサツキ、エゾネギ、ヒメエゾネギ、シブツア
サツキ、シロウマアサツキ、イズアサツキ、ツリーオニオン、ネギ、ワケギ、 リーキ、
ラッキョウ、シマラッキョウ、シャロット、エシャロット、青ネギ、チャイブ、ヤグラネ
ギ、白ネギなどが挙げられる。これらの中でも、アリインなどの含硫アミノ酸を高濃度に
含む観点から、ニンニク（Allium sativum L.）、タマネギ（Allium cepa L.）、アサツ
キ（Allium schoenoprasum L.）、ラッキョウ（Allium chinense G.Don）、ギョウジャニ
ンニク（Allium victorialis subsp. platyphyllum）などが好ましく、ニンニク（Allium
 sativum L.）がより好ましい。Ｓ－アリルシステインは、１種類単独のアリウム属の植
物に由来していてもよいし、２種類以上のアリウム属の植物に由来していてもよい。
【００２３】
　前述の通り、アリウム属の植物自体には、Ｓ－アリルシステインはほとんど含まれてい
ないため、Ｓ－アリルシステインを増加させる処理を施していないアリウム属の植物は、
本発明の血流改善剤とすることはできない。
【００２４】
　アリウム属の植物に含まれるＳ－アリルシステインの含有量を増加させる方法としては
、特に制限されず、公知の方法を採用することができる。アリウム属の植物に含まれるＳ
－アリルシステインの含有量を効率的に増加させて、Ｓ－アリルシステインを有効成分と
する優れた血流改善剤とする観点からは、アリウム属の植物に内在するアリイナーゼを失
活した後（工程１）、温度２０℃～７５℃の環境下に１時間以上置く（工程２）方法が挙
げられる。このような方法によりＳ－アリルシステインの含有量が増加されたアリウム属
の植物は、Ｓ－アリルシステインを有効成分とする優れた血流改善剤とすることができる
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。このように処理されたアリウム属の植物は、有効成分としてＳ－アリルシステインを含
むだけでなく、アリウム属の植物に由来する多様な成分（例えば、種々の含硫アミノ酸）
）が含まれているため、優れた血流改善効果を発揮し得る。すなわち、本発明の血流改善
剤は、工程１及び工程２を備える方法によって処理されたアリウム属の植物を含むことが
好ましく、有効成分としてのＳ－アリルシステインが、当該方法によって処理されたアリ
ウム属の植物に由来していることが好ましい。
【００２５】
　アリウム属の植物に内在するアリイナーゼの失活工程（工程１）は、例えば、次のよう
にして行うことができる。
【００２６】
　Ｓ－アリルシステインをアリウム属の植物由来とする場合、まず、アリウム属の植物に
内在するアリイナーゼを失活処理する必要がある。アリウム属の植物には、Ｓ－アリルシ
ステインの原料となるアリインと共に、アリインをアリシン（臭気成分）に変換する酵素
（アリイナーゼ）が含まれている。アリイナーゼによってアリインがアリシンに変換され
ると、Ｓ－アリルシステインの原料となるアリインの量が減少するため、目的とするＳ－
アリルシステインの生成量が少なくなってしまう。このため、本発明において、Ｓ－アリ
ルシステインをアリウム属の植物由来とする場合、まずは、内在するアリイナーゼを失活
させ、アリインの減少を抑制する。アリシンの生成を抑制することにより、Ｓ－アリルシ
ステインを有効成分とする本発明の血流改善剤におけるアリシン由来の臭いの発生を抑制
することも可能となる。
【００２７】
　アリウム属の植物に内在するアリイナーゼを失活させる方法としては、特に制限されな
いが、例えば、当該素材の内部温度を６０℃以上に高める方法が挙げられる。失活処理方
法の具体例としては、熱水加熱処理、蒸気加熱処理、マイクロ波加熱処理などが挙げられ
る。また、酸処理やアルカリ処理により内在するアリイナーゼを失活処理する方法も挙げ
られる。
【００２８】
　アリイナーゼを失活させたアリウム属の植物は、そのまま後述の工程２に供してもよい
し、Ｓ－アリルシステインの生成を促進することなどを目的として、当該植物の切断物、
破砕物、磨砕物、粉末などとしてから、工程２に供してもよい。アリウム属の植物の切断
物、破砕物、磨砕物、粉末は、例えば、当該植物をクラッシャー、ミキサー、フードプロ
セッサー、パルパーフィッシャーなどを用いて切断、破砕、磨砕、粉末化することによっ
て得られる。また、アリウム属の植物の搾汁は、例えばフィルタープレス、ジューサーミ
キサーなどを用いて調製することができる。搾汁は、上記磨砕物を、濾布などを用いて濾
過することによっても調製することができる。アリウム属の植物の切断物、破砕物、磨砕
物、及び搾汁は、希釈物または濃縮物であってもよい。希釈物としては、例えば、当該植
物の切断物、破砕物、磨砕物、搾汁などを水で１～５０倍程度に希釈したものが挙げられ
る。また、濃縮物としては、例えば、当該植物の切断物、破砕物、磨砕物、搾汁などを凍
結濃縮、減圧濃縮などの手段によって１～１００倍に濃縮したものなどが挙げられる。ア
リウム属の植物の切断物、破砕物、磨砕物、搾汁は、冷凍したものであってもよい。アリ
ウム属の植物の抽出物は、前述のアリウム属の植物や当該切断物等を、例えば水などの溶
媒により抽出することにより得ることができる。
【００２９】
　アリイナーゼを失活させたアリウム属の植物は、温度２０℃～７５℃の環境下に１時間
以上置く（工程２）ことで、アリインからＳ－アリルシステインへの変換反応が進行し、
Ｓ－アリルシステインの含有量を増加させることができる。
【００３０】
　工程２において、Ｓ－アリルシステインの生成をより一層向上させる観点から、ｐＨと
しては、好ましくは２～１２、より好ましくは２．５～１０が挙げられる。
【００３１】
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　ｐＨを２～１２程度の範囲に設定する方法としては、特に制限されないが、例えば、酸
成分またはアルカリ成分を、アリイナーゼを失活させたアリウム属の植物に添加する方法
などが挙げられる。酸成分としては、特に制限されず、塩酸などが挙げられる。また、ア
ルカリ成分としては、特に制限されず、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどが挙げら
れる。酸成分及びアルカリ成分は、それぞれ、１種類単独で使用してもよいし、２種類以
上を組み合わせて使用してもよい。
【００３２】
　また、工程２における温度としては、好ましくは２０℃～７５℃程度、より好ましくは
２５℃～６５℃程度、さらに好ましくは３０℃～６０℃程度が挙げられる。また、前述の
工程２の環境下に置く時間としては、使用する原料の種類、量などによっても異なるが、
好ましく１時間～４８時間程度、より好ましくは６時間～４８時間程度が挙げられる。Ｓ
－アリルシステインの生成は、アリイナーゼを失活させたアリウム属の植物を攪拌しなが
ら行ってもよいし、静置して行ってもよい。攪拌方法としては、特に制限されず、例えば
、攪拌羽、ミキサー、スターラーなどを用いて攪拌する方法が挙げられる。
【００３３】
　さらに、工程２においては、Ｓ－アリルシステインの生成を促進する酵素や添加剤を混
合してよい。
【００３４】
　酵素としては、Ｓ－アリルシステインの生成を促進するものであれば特に限定されず、
好ましくは、プロテアーゼ活性、ラクターゼ活性、ペプチダーゼ活性、マセレーション活
性、グルタミナーゼ活性、γ－グルタミルトランスペプチダーゼ活性を有する酵素が挙げ
られる。これらの中でも、グルタミナーゼ活性またはγ－グルタミルトランスペプチダー
ゼ活性を主たる活性とする酵素は、Ｓ－アリルシステインの生成を促進する効果が特に高
いため好ましい。
【００３５】
　酵素の具体例としては、天野エンザイム製「ビオラクタＦＮ５」、「ビオラクタＮ５」
、「プロレザーＦＧ－Ｆ」、「プロチンＳＤ－ＰＣ１０Ｆ」、「プロチンＳＤ－ＡＹ１０
」、「プロチンＳＤ－ＮＹ１０」、「プロテアーゼＭ」、「ペプチダーゼＲ」、「ペクチ
ナーゼＡ」、「ニューラーゼＦ３Ｇ」、「パンクレアチンＦ」、「プロテアーゼＡ」、「
リパーゼＲ」、「リパーゼＡ」、「プロテアーゼＰ」、「プロテアーゼＮ」、「プロテア
ーゼＳ」、「プロチンＡＣ１０Ｆ」、「グルタミナーゼ」、キッコーマン製「ペクトリア
ーゼ」、協和化成製「セルラーゼＴＰ２協和」、合同酒精製「ＧＯＤＯ　ＡＧＩ－ＥＣ」
、三菱化学フーズ製「コクラーゼ」、シイベルヘグナー製「Ｒａｐｉｄａｓｅ」、新日本
化学工業製「スミチームＡＧＳ－Ｌ」、「スミチームＡＣ－Ｌ」、「スミチームＣＴＳ」
、「スミチームＣＭ－Ｇ」、「スミチームＫＤＣ」、「スミチームＣ６０００」、「スミ
チームＡＰ」、「スミチームＦＰ」、「スミチームＬＰＬ」、「スミチームＬＰ５０」、
「スミチームＢＧＴ」、「スミチームＲＰ」、「スミチームＧＭＬ」、「スミチームＴＧ
」、エイチ・ビイ・アイ製「オリエンターゼ２２ＢＦ」、「セルロシンＡＣ４０」、「セ
ルロシンＨＣ１００」、「セルロシンＴＰ２５」、「セルロシンＨＣ」、「オリエンター
ゼ２０Ａ」、「オリエンターゼ５ＢＬ」、（株）日本生物．科学研究所製「納豆菌培養エ
キスＮＳＫ－ＳＤ」、ノボザイム製「ガマナーゼ」、ペプチド研究所製「ＷＳＣＤＨＣＬ
」、ヤクルト薬品工業製「ペクチナーゼＨＬ」、「セルラーゼＹ－ＮＣ」、「セルラーゼ
オノヅカＲＳ」、「セルラーゼオノヅカＲ－１０」、「マセロチームＲ－１０」などが挙
げられる。酵素は、１種類単独で使用してもよいし、２種類以上を組み合わせて使用して
もよい。
【００３６】
　また、添加剤としては、にんにく中に存在するアリインを還元する活性を有するもので
あれば特に限定されず、好ましくは、システイン、シスチン、グルタチオンなどが挙げら
れる。
【００３７】
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　システインとしては、システイン（Ｌ体）の他、これの光学異性体（Ｄ体）であっても
よいし、各光学異性体の混合物であってもよい。また、システインとしては、化学合成さ
れたシステイン、システインを含む素材、システインを含む素材から抽出したシステイン
の抽出物若しくは精製物を用いてもよいし、後述するシスチンを還元したものを用いても
よい。
【００３８】
　上記システインのうち、入手容易性の観点から、試薬、医薬品成分、食品成分などとし
て市販されているシステインの精製物を用いることが好ましい。なお、システインを含む
素材としては、システインを含むものであれば特に制限されないが、例えば、オート麦、
小麦胚芽、芽キャベツ、ブロッコリーなどが挙げられる。
【００３９】
　また、シスチンは、２分子のシステインがチオール基（－ＳＨ）の酸化によって生成す
るジスルフィド結合（－Ｓ－Ｓ－）を介してつながった構造を有することから、該シスチ
ンを還元することにより得られたシステインを用いてもよい。また、シスチンは、シスチ
ン（Ｌ体）の他、これの光学異性体（Ｄ体）であってもよいし、各光学異性体の混合物で
あってもよい。
【００４０】
　グルタチオンは、グルタミン酸、システイン、グリシンの３つのアミノ酸からなるトリ
ペプチドでる。グルタチオンを多量に含有する食品としては、牛レバー、豚バラ肉、牛乳
、カキ、イワシ、マダラ、シャケ、赤貝、トマト、ホウレンソウ、ブロッコリー、エンド
ウマメ、芽キャベツ、生キャベツ、キウイフルーツ、アボカド、米胚芽、小麦粉、パン酵
母、酵母などがあり、グルタチオン自体だけでなく、グルタチオンを含む上記食品すべて
を用いることができる。中でも、グルタチオンを高濃度に含むという観点から、酵母が好
ましい。グルタチオンの形態としては、グルタチオンを含む素材をそのまま用いても良い
し、さらにグルタチオンの濃度を高めるために、水抽出、熱水抽出、精製などの工程を経
たものでもよい。
【００４１】
　グルタチオンには、還元型と酸化型（還元型グルタチオン２分子がジスルフィド結合し
たもの）があり、いずれも用いることができるが、反応性の観点から、還元型が好ましい
。
【００４２】
　酵素または添加剤を用いる場合、それぞれ単独で用いてもよいし、これらを併用しても
よい。
【００４３】
　本発明においては、工程２によってＳ－アリルシステインを増加させた反応生成物をそ
のまま血流改善剤とすることもできるし、反応生成物に対して、さらに、濾過、遠心分離
、濃縮、抽出、乾燥等のうち少なくとも１つの工程を行って、Ｓ－アリルシステインの含
有量をさらに高める工程を行い、血流改善剤としてもよい。また、血流改善剤中のＳ－ア
リルシステインの純度を高めるために、カラムクロマトグラフィー、再結晶等の通常の精
製操作によって、Ｓ－アリルシステインを精製する精製工程を行うこともできる。さらに
、反応生成物を、フリーズドライ、スプレードライなどの公知の乾燥手段によって乾燥さ
せて固形物（粉末、顆粒など）とすることもできる。本発明の血流改善剤は、Ｓ－アリル
システインを含む反応混合物や、Ｓ－アリルシステインの精製物を、医薬品、医薬部外品
、飲食品、飼料、健康食品などの血流改善剤として好適に使用することができる。
【００４４】
　また、本発明において、Ｓ－アリルシステインを有効成分として含む血流改善剤は、Ｓ
－アリルシステインを有効成分として含む身体機能回復剤等としても、好適に使用するこ
とができる。
【００４５】
Ｓ－アリルシステインの含有量、適用量
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　本発明の血流改善剤に含まれるＳ－アリルシステインの含有量としては、優れた血流改
善効果を発揮する観点から、好ましくは０．０１ｇ／１００ｇ以上、より好ましくは０．
０３ｇ／１００ｇ以上、さらに好ましくは０．０５ｇ／１００ｇ以上が挙げられる。なお
、本発明の血流改善剤に含まれるＳ－アリルシステインの含有量の上限値としては、特に
制限されないが、通常、３０ｇ／１００ｇ程度が挙げられる。
【００４６】
　また、本発明の血流改善剤の適用量については、使用される製品の種類、用途、期待さ
れる効果、適用形態等に応じて適宜設定すればよい。例えば、Ｓ－アリルシステインの成
人１日当たりの摂取又は投与量が０．０００１～１００ｇ、好ましくは０．０００５～１
０ｇ、さらに好ましくは０．００１～１ｇとなるように設定すればよい。
【００４７】
血流改善剤の用途
　本発明の血流改善剤は、Ｓ－アリルシステインの作用によって、血流を改善（向上）で
きるので、血流低下の予防又は治療に使用される。より具体的には、本発明の血流改善剤
は、健常者の血流を好適に改善することができる。したがって、本発明の血流改善剤は、
血流の低下に起因する疾患（疲れ、冷え、むくみ、こり、肌のしわ、たるみ、荒れなど）
の改善剤、すなわち、疲れ改善剤、冷え改善剤、むくみ改善剤、こり改善剤、肌のしわ改
善剤、肌のたるみ改善剤、肌荒れ改善剤などとして、好適に使用することができる。
【００４８】
血流改善剤の使用形態
　本発明の血流改善剤の適用形態については、特に制限されないが、例えば、経口、経皮
、経腸、経粘膜、経静脈、経動脈、皮下、筋肉内等の任意の適用形態で使用できるが、血
流改善作用をより一層有効に発揮させるという観点から、好ましくは、経口適用が挙げら
れる。
【００４９】
　本発明の血流改善剤は、任意の適用形態で使用して血流改善作用を発揮できるので、飲
食品、医薬品、飼料、ペットフード等の各種製品に配合して使用することができる。
【００５０】
　また、本発明の血流改善剤が配合される製品の剤型は、固形状、半固形状、液状等のい
ずれであってもよく、当該製品の種類や用途に応じて適宜設定される。本発明の血流改善
剤が配合される製品には、その形態等に応じて、本発明の効果を損なわない範囲内で、水
、油脂類、ロウ類、炭化水素類、脂肪酸類、高級アルコール類、エステル類、植物抽出エ
キス類、水溶性高分子、界面活性剤、金属石鹸、アルコール、多価アルコール、ｐＨ調整
剤、酸化防止剤、紫外線防止剤、防腐剤、香料、粉体、増粘剤、色素、キレート剤等の添
加剤を含有しても良い。また、本発明の血流改善剤が配合される製品には、その形態や用
途等に応じて、本発明の効果を損なわない範囲で、他の成分を配合しても良い。他の成分
としては、例えば、ビタミンＣ、スクワラン、ナイアシン、ナイアシンアミド、長鎖ヒア
ルロン酸、プラセンタエキス、ソルビトール、キチン、キトサン、各種植物抽出物等が挙
げられる。これらの配合量については、本発明の効果を損なわない限り限定されない。
【００５１】
　本発明の血流改善剤を飲食品に使用する場合、Ｓ－アリルシステインを、そのまま又は
他の食品素材や添加成分と組み合わせて所望の形態に調整して、前記所望の効果を奏する
飲食品として提供される。このような飲食品としては、一般の飲食品の他、特定保健用食
品、栄養補助食品、機能性食品、病者用食品等が挙げられる。また、本発明の血流改善剤
を含む、疲労回復用や疲労感の低減用の飲食品などとすることもできる。これらの飲食品
の形態として、特に制限されないが、具体的にはパン類、麺類等の主菜；チーズ、ハム、
ウインナー、魚介加工品等の副菜；果汁飲料、炭酸飲料、乳酸飲料等の飲料；クッキー、
ケーキ、ゼリー、アイス、プリン、キャンディー、ヨーグルト等の嗜好品；錠剤、顆粒、
粉剤、カプセル、ソフトカプセル、栄養ドリンク等のサプリメント等が例示される。これ
らの飲食品は、前述する用途に供することが出来る。また、前記病者用食品は、血流低下
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の予防又は治療が必要とされる患者用として提供される。
【００５２】
　本発明の血流改善剤を飲食品に使用する場合、飲食品に対する該血流改善剤の配合量に
ついては、飲食品の形態等に応じて異なるが、例えば、Ｓ－アリルシステインが０．００
０１～５０質量％、好ましくは０．００１～５０質量％、更に好ましくは０．０１～５０
質量％となる範囲が挙げられる。
【００５３】
　更に、本発明の血流改善剤を飲食品の分野で使用する場合、本発明の血流改善剤を単独
で、又は他の成分と組み合わせて、血流改善用の食品用添加剤として提供することもでき
る。本発明の血流改善剤を食品用添加剤として使用する場合、当該食品用添加剤中のＳ－
アリルシステインの含有量、飲食品に対する当該食品用添加剤の添加量等は、添加対象と
なる飲食品中でＳ－アリルシステインが前述する含有量を充足できるように適宜設定すれ
ばよい。
【００５４】
　また、本発明の血流改善剤を医薬品に使用する場合、本発明の血流改善剤を単独で、又
は他の薬理活性成分、薬学的に許容される基剤や添加成分等と組み合わせて所望の形態に
調整して、前記所望の効果を奏する医薬品として提供される。このような医薬品の形態と
しては、特に制限されないが、具体的には、錠剤、顆粒剤、粉剤、カプセル剤、ソフトカ
プセル剤、シロップ剤等の経口投与製剤；液剤、軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、噴霧剤、
貼付剤、吸入剤、坐剤等の経皮又は経粘膜投与製剤；注射剤等が挙げられる。
【００５５】
　本発明の血流改善剤を医薬品として使用する場合、医薬品に対する該血流改善剤の配合
割合については、医薬品の形態等に応じて異なるが、例えば、経口投与製剤又は注射剤の
場合であれば、Ｓ－アリルシステインが０．０００１～５０質量％、好ましくは０．００
１～５０質量％、更に好ましくは０．０１～５０質量％となる範囲が挙げられ、経皮又は
経粘膜投与製剤の場合であれば、Ｓ－アリルシステインが０．００００００１～１０質量
％、好ましくは０．００００１～１０質量％、更に好ましくは０．０００１～１０質量％
となる範囲が挙げられる。
【００５６】
　また本発明の血流改善剤を飼料又はペットフードに使用する場合、本発明の血流改善剤
を単独で又は他の飼料成分と組み合わせて所望の形態に調整して、前記所望の効果を奏す
る飼料又はペットフードとして提供される。該飼料又はペットフードに使用される飼料成
分としては、例えば、トウモロコシ、小麦、大麦、ライ麦等の穀類；ふすま、米ぬか等の
ぬか類；コーングルテンミール、コーンジャムミール等の粕類；脱脂粉乳、ホエー、魚粉
、骨粉等の動物性飼料類；ビール酵母等の酵母類；リン酸カルシウム、炭酸カルシウム等
のカルシウム類；ビタミン類；アミノ酸類；糖類等が挙げられる。
【００５７】
　本発明の血流改善剤を飼料又はペットフードとして使用する場合、飼料又はペットフー
ドに対する該血流改善剤の配合割合については、飼料又はペットフードの形態等に応じて
異なるが、例えば、Ｓ－アリルシステインが０．０００００１～１０質量％、好ましくは
０．０００１～１０質量％、更に好ましくは０．００１～１０質量％となる範囲が挙げら
れる。
【実施例】
【００５８】
　以下に、実施例及び比較例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は、実施
例に限定されない。
【００５９】
（実施例１）
　８週齢の雄性ウィスターラットを、ネンブタール麻酔した後、３０分以上３７℃で保温
し尻尾の血流量を測定・記録した。胃ゾンデを用いてＳ－アリルシステインを１０ｍｇ／



(10) JP 2020-65462 A 2020.4.30

10

20

ｋｇ体重で経口投与し、１５分、３０分、４５分、６０分、７５分、９０分後に血流量を
測定・記録した。血流量の測定結果を図１に示す。コントロール群として０．５％クロス
カルメロース（ＣＭＣ）を２ｍＬ／ｋｇ体重で投与した。Ｓ－アリルシステインを投与し
た群では、投与後１５分からコントロールに比べて血流量が増大し、９０分後でもその効
果は持続されていた。
【００６０】
（実施例２）
　８週齢の雄性ウィスターラットを、ネンブタール麻酔した後、３０分以上３７℃で保温
し尻尾の血流量を測定・記録した。胃ゾンデを用いてＳ－アリルシステインを１００ｍｇ
／ｋｇ体重で経口投与し、１５分、３０分、４５分、６０分、９０分後に血流量を測定・
記録した。血流量の測定結果を図１に示す。コントロール群として０．５％クロスカルメ
ロース（ＣＭＣ）を２ｍＬ／ｋｇ体重で投与した。Ｓ－アリルシステインを投与した群で
は、投与後１５分からコントロールに比べて血流量が増大し、９０分後でもその効果は持
続されていた。
【００６１】
（実施例３）
　８週齢の雄性ウィスターラットを、Ｓ－アリルシステインを０．３％混合した飼料で２
４週間、飼育した。４週間毎に、ネンブタール麻酔した後、３０分以上３７℃で保温し尻
尾の血流量を測定・記録した。血流量の測定結果を図２に示す。何も添加していない飼料
で飼育したラットに比較して、８週、２０週、２４週でＳ－アリルシステインを経口摂取
したラットの血流量はコントロールに比べて有意に増加した。

【図１】 【図２】
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